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令和６年度薬価基準改定の概要

１．実施時期

官報告示：令和６年３月５日（火）

実 施：令和６年４月１日（月）

２．改定の主な事項

○ 薬価調査結果に基づき、薬価基準を全面改定した。

○ 「薬価算定の基準について」（令和６年２月１４日中央社会保険医療協議会了解）に基づき、市場実勢価格加重平均値調整幅

方式により算定した。

○ 改定率は、医療費ベースで▲0.97％（薬剤費ベースで▲4.67%）

このうち、実勢価等改定分は、医療費ベースで▲0.83%（薬剤費ベースで▲4.00％）

○ 薬価基準の収載医薬品（告示数）は次のとおり

（１＋消費税率（0.10）） 調整幅＝ ＋×薬価
当該既収載品の保険医療機関等における
薬価算定単位あたりの平均的購入価格
（税抜き市場実勢価格の加重平均値） ※地方消費税分含む

調整幅：薬剤流通の安定のための調整幅とし、改定前薬価の２％に相当する額

【参考】市場実勢価格加重平均値調整幅方式
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内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 合 計

告示数 7,264 3,567 2,060 26 12,917

（参考）品目数 11,171 3,730 2,354 26 17,281



【参考①】長期収載品の薬価の改定

１．後発品への置換えが進まない先発品の薬価の引下げ（Z2）の対象 （品目リスト：別添１－１）

後発品置換え率
合計

60%未満 60%以上80%未満

成分数 ２８ ３５ ６３

告示数 ６２ ７２ １３４

（参考）品目数 ６２ ７２ １３４

２．後発品収載後10年を経過した長期収載品の後発品価格への引下げ（G1／G2／C）の対象 （品目リスト：別添１－２）

区分 成分数 告示数 （参考）品目数

G1（前倒しの対象も含む） １２７（１２※） ３１８（３０※） ３１８（３０※）

G2（前倒しの対象も含む） ９２（０※） １６０（０※） １６０（０※）

C
後発品置換え率

60%未満 １２３ ２４１ ２４１

60%以上80%未満 ９０ １６５ １６５

Ｃ計 ２１３ ４０６ ４０６

合計 ４３２ ８８４ ８８４

３．令和２年度以降の改定で後発品置換え率80％を超えたことのある品目（２．を除く）：３２成分８３品目 （品目リスト：別添２）
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Ⅰ 長期収載品の薬価の改定

※ 今回の改定でG1／G2前倒しの対象となったものの内数



【参考②】市場拡大再算定等、後発医薬品の価格帯
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○ 対象品目 （品目リスト：別添３）

市場拡大再算定

成分数 ２３

告示数 ３８

（参考）品目数 ３８

Ⅱ 市場拡大再算定等

１．後発医薬品の価格帯（２．を除く）

価格帯数 成分規格数

１ ８６７

２ ２０９

３ ５７

４ ７

価格帯数 成分規格数

１ １

２ １

３ １

１）市場から撤退予定のG1品目に係る後発医薬品

２．G1／G2品目に係る後発医薬品の価格帯

２）市場から撤退しない予定のG1品目に係る後発品

及びG2品目に係る後発医薬品

Ⅲ 後発医薬品の価格帯

注：最低薬価の処理等により、価格帯間で薬価が同一になる場合もある（２．も同じ）

価格帯数 成分規格数

１ ３６６

２ １６６

３ １８

４ ２



【参考③】後発医薬品の価格帯 続き
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３．後発企業区分Aのため別集約された品目数

第２ 具体的内容 ２．後発品を中心とした医薬品の安定供給確保のための対応 （１）後発品の安定供給が確保できる企業の考え方

②企業指標の評価結果の薬価制度における取扱い【基準改正】

○ 令和６年度薬価改定では、試行的な導入として最小限のものから適用することとし、具体的には、別添３に基づきＡ区分と評価された企業の品目について、価格帯増加の影響を最小限とする

ため、以下の対象医薬品のうち、以下の適用条件のすべてに該当する品目に限定して、現行の後発品の改定時の価格帯集約（原則３価格帯）とは別に、該当する品目のみを集約することとす

る。

＜対象医薬品＞

・ 最初の後発品収載から５年以内の後発品

・ 安定確保医薬品Ａ又はＢに該当する後発品（基礎的医薬品を除く。）

＜適用条件＞

・ 後発品全体の平均乖離率以内の品目であること

・ 仮に現行ルールにより価格帯集約を行った場合、後発品のうち最も高い価格帯となる品目であること

・ 自社理由による限定出荷、供給停止を来している品目でないこと

（参考）令和6年度薬価改定の骨子（令和5年12月20日 中医協了解）

４．後発企業区分数

A区分：４０社 B区分：３９社 C区分：１１１社

合計 うち後発収載5年以内 うち安定確保A・B

成分規格数 ７８ ７４ ４

告示数 １２４ １１７ ７

（参考）品目数 １２４ １１７ ７



【参考④】基礎的医薬品
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１．基礎的医薬品（２．を除く） （品目リスト：別添４）

Ⅳ 基礎的医薬品

区分 成分数 告示数 （参考）品目数

不採算 ２３１ ７２２ ９０７

病原生物 １１５ ４６９ ４７８

麻薬 １２ ６７ ７３

生薬 ４８ ５５ ５２４

軟膏基剤 ４ ２３ ２３

歯科用局所麻酔剤 １ ３ ３

合計 ４１１ １，３３９ ２，００８

うち、収載年要件を15年に短縮したことで加わったもの ４０ １４２ １４２

注：複数区分に該当する場合は、表中の上の区分に分類

２．安定確保医薬品に係る基礎的医薬品 （品目リスト：別添４）

区分 成分数 告示数 （参考）品目数

先発品がZ2／G1／G2品目であるもの（G1の4回目を除く） ４ ４１ ４１

上記以外 ９ ７２ ７２

合計 １３ １１３ １１３

うち、収載年要件を15年に短縮したことで加わったもの ５ ２９ ２９

（参考）上記１と２の合計 成分数 告示数 （参考）品目数

４２４ １，４５２ ２，１２１

第２ 具体的内容 ２．後発品を中心とした医薬品の安定供給確保のための対応 （３）薬価の下支え制度の充実

① 基礎的医薬品【基準改正】

○ 収載からの経過期間に関する要件について、25 年から15 年に短縮することとする。

（参考）令和6年度薬価改定の骨子（令和5年12月20日 中医協了解）



【参考⑤】不採算品再算定
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Ⅴ 不採算品再算定（特例的対応）

１．不採算品のため、薬価の引上げ又は現行薬価の維持を行ったもの（品目リスト：別添５）
対象成分数：６９９成分
告 示 数：１，９１１品目

２．品目数

注：今回の対応は、成分規格が同一の類似薬の全てが不採算品再算定の対象になるものではない

注：品目数は１，９４３品目

第２ 具体的内容 ２．後発品を中心とした医薬品の安定供給確保のための対応 （３）薬価の下支え制度の充実

② 不採算品再算定

○ 不採算品再算定については、急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、企業から希望のあった品目を対象に特例的に適用する。

〇 適用に当たっては、通常の不採算品再算定の「製造販売に要する原価等が著しく上昇したと認められるもの等」における要件のうち、「（当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一であ

る類似薬がある場合には、全ての類似薬について該当する場合に限る。）」又は「（当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬（新規後発品として薬価収載されたものに限

る。）がある場合には、当該全ての類似薬について該当する場合に限る。）」の規定は適用しないこととするが、企業から希望があった品目のうち、令和５年度薬価調査結果において、前回

の令和４年度薬価調査における全品目の平均乖離率である「7.0％」を超えた乖離率であった品目は対象外とする。

○ 今回の改定において不採算品再算定を適用される品目については、次回の薬価調査における乖離状況を確認し、流通状況を検証するとともに、不採算品再算定の特例的な対応を昨年度の薬価

改定に続き実施することを踏まえ、不採算品再算定の適用の在り方について今後検討することとする。

（参考）令和6年度薬価改定の骨子（令和5年12月20日 中医協了解）

内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 合 計

成分数 ３４５ ２５０ １０１ ３ ６９９

告示数 ８５２ ７９９ ２５６ ４ １，９１１

（参考）品目数 ８７２ ８１１ ２５６ ４ １，９４３

先発品 後発品 その他品目 合 計

成分数 １４４ ２９９ ３１２ ６９９※

告示数 ２４９ ８５９ ８０３ １，９１１

（参考）品目数 ２４９ ８６３ ８３１ １，９４３

※：同一成分の中で先発品・

後発品・その他品目が該

当することがあるため、

成分数は単純な合計とな

らない。



【参考⑥】新薬創出・適応外薬解消等促進加算（新薬創出等加算）
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Ⅵ 新薬創出・適応外薬解消等促進加算（新薬創出等加算）

１．加算対象と要件（対象品目リスト：別添６－１）

注：複数区分に該当する場合は、上の要件に分類（計上するものがないので省略してい

るが、この他の加算対象は、⑥先駆的医薬品、⑦特定用途医薬品、⑧迅速導入加算対象、

⑩薬剤耐性菌の治療薬）

要件 成分数 告示数（品目数）

①希少疾病用医薬品 １７１ ２４３

②開発公募品 １２ ２２

③加算適用品 ８９ １７３

④新規作用機序医薬品のうち基準該当品 ２５ ４０

⑤新規作用機序医薬品から３年以内かつ３番手以内のうち１番手が加算適用品又は基準該当品 １６ ２５

⑨小児加算対象品 １ ３

合計 ３１４ ５０６

○ 新薬創出等加算の加算額：約３１４億円

２．これまで受けた新薬創出等加算の累積額の控除 （対象品目リスト：別添８）

○ 控除対象

成分数： ７９成分

品目数：１４９品目

○ 新薬創出等加算の控除額：約８８５億円



【参考⑦】新薬創出・適応外薬解消等促進加算（新薬創出等加算）続き
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３．新創対象品目及び企業数（対象品目及び企業リスト：別添６－１、６－２、７）

成分数 告示数（品目数） 企業数

①新薬創出等加算の対象であり、今回の改定で薬価が維持された品目（１．に

該当する品目）
３１４ ５０６ ９９

②新薬創出等加算の対象であるが、今回の改定では乖離率の条件によって薬価

が維持されなかった品目
４９ ７８ ２７

③新薬創出等加算の対象であるが、今回の改定では市場拡大再算定等の対象と

なり薬価が引き下がった品目
２１ ３９ １４

④新薬創出等加算の対象品目（①～③の合計） ３７２ ６２３ １０５

成分数 告示数（品目数） 企業数

企業要件によって新薬創出等加算の対象外となった企業の品目 ７ 10 ６

注：品目毎に乖離率を確認して薬価維持の有無を決定していることから、成分数・企業数は単純な合計とならない。

Ⅵ 新薬創出・適応外薬解消等促進加算（新薬創出等加算）



【参考⑧】新薬創出・適応外薬解消等促進加算（新薬創出等加算）続き
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第２ 具体的内容 １．ドラッグ・ラグ／ドラッグ・ロスの解消に向けた革新的新薬のイノベーションの適切な評価 （２）新薬創出・適応外薬解消等促進加算の見直し

① 新薬創出等加算の見直し【基準改正】

新薬創出・適応外薬解消等促進加算（以下「新薬創出等加算」という。）を革新的新薬の薬価を維持する制度とするため、以下のとおり見直すこととする。

＜企業要件・企業指標＞

○ 制度が試行的に導入された当初から未承認薬・適応外薬の解消等の取組を評価する趣旨で企業の取組みを評価していたが、

・ 品目要件により革新的な医薬品を評価の対象とすることで、このような品目の開発促進という企業側のインセンティブにつながると考えられること

・ 企業要件・企業指標は企業の規模に依存するところがあり、ベンチャー企業やスタートアップ企業では高いポイントを得られにくい状況であること等を考慮し、企

業指標に基づく加算係数の設定（加算額の調整）については廃止する。

〇 企業指標は廃止するが、本制度において革新的医薬品の国内開発を進めていく趣旨を継続させるため、新薬創出等加算の対象となる企業については、現行の対象企業の

要件に加え、上記加算係数の設定に用いた企業指標に倣い別添１の項目のとおり企業ごとの開発状況を確認し、過去５年間いずれの項目も満たさない場合には、新薬創

出等加算の加算対象外とする。

〇 なお、別添１の確認事項に関しては、新薬創出等加算の対象企業の確認に用いるとともに、「第３ その他 （１）ドラッグ・ラグ／ドラッグ・ロスの解消、イノベー

ションの適切な評価」における検証においても活用する。

＜品目要件＞

○ 品目要件として、新薬創出等加算の対象に以下の品目を追加する。

・ 薬価収載時において小児の効能・効果、用法・用量が明確であり、小児加算による評価の対象となり得る品目（令和６年度以降に収載される品目に限る。）及び小

児に係る効能・効果等が追加され薬価改定時の加算が適用された品目

・ １．（１）の日本への早期導入に関する加算の対象品目

＜加算額＞

○ 現行の加算額の計算式を見直し、改定前薬価を維持する加算額とする。ただし、その実勢価格の薬価との乖離率が全品目の平均乖離率を超える品目については、加算を

適用しない。

○ なお、新薬創出等加算の累積額控除については、従来どおり、控除の時期にそれまでの累積額を控除する。

＜控除時期＞

○ 加算の累積額の控除時期については、令和６年度薬価改定においては従来どおり改定時に控除する。

○ 今後の控除時期については、令和６年度薬価改定に伴う見直しによる医薬品開発への影響等を検証した上で、次期薬価改定において結論を出すこととする。

（参考）令和6年度薬価改定の骨子（令和5年12月20日 中医協了解）



【参考⑨】既収載品の改定時の加算
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○ 対象品目 （品目リスト：別添９）

小児適応 希少疾病 特定用途 真の臨床的有用性 合計

成分数 １１（８） １（１） １（１） １ １３

告示数 １９（１５） ２（２） ２（２） ２ ２３

（参考）品目数 １９（１５） ２（２） ２（２） ２ ２３

Ⅶ 既収載品の改定時の加算

※ 併加算された品目はそれぞれの数に含む

注：括弧内は令和６年度薬価制度改革により加算を充実させた成分・品目数



令和５年薬価調査結果①

１．平均乖離率 6.0％

２．後発医薬品の数量割合 80.2％

３．後発医薬品への置換えによる医療費適正効果額（年間推計） 16,113億円

うち、バイオシミラーへの置換えによる医療費適正効果額（年間推計） 911億円

（バイオシミラーの金額割合 34.3％）

※ 医療費適正効果額は、取引された全ての後発医薬品について、個別に、対応する先発医薬品が取引されていた場合を仮想し、以下の計算

式により算出

４．妥結率（薬価ベース） 94.1％

※ 妥結率（薬価ベース）は、価格妥結状況調査（令和５年９月分）の結果による
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※ 平均乖離率 = （現行薬価 ×販売数量）の総和−（実販売単価 ×販売数量）の総和
（現行薬価 ×販売数量）の総和

※ 後発医薬品の数量割合 = （後発医薬品の販売数量）

（後発医薬品のある先発医薬品の販売数量）+（後発医薬品の販売数量）

※ バイオシミラーの金額割合 = （バイオシミラーの現行薬価 ×販売数量）の総和
（対応する先行品の現行薬価 ×販売数量）の総和 +（バイオシミラーの現行薬価 ×販売数量）の総和

医療費適正効果額 = ｛（対応する先発医薬品の現行薬価−後発医薬品の現行薬価） ×後発医薬品の販売数量｝の総和
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５．調査客体及び回収率

（１）販売サイド調査

保険医療機関及び保険薬局に医薬品を販売する医薬品卸売販売業者の営業所等の全数を対象

調査客体数 6,584客体（回収率87.1％）

（２）購入サイド調査

① 病院の全数から、層化無作為抽出法により20分の１の抽出率で抽出された病院を対象

調査客体数 407客体（回収率70.3％）

② 診療所の全数から、層化無作為抽出法により200分の１の抽出率で抽出された診療所を対象

調査客体数 521客体（回収率73.9％）

③ 保険薬局の全数から、層化無作為抽出法により60分の１の抽出率で抽出された保険薬局を対象

調査客体数 1,037客体（回収率75.5％）

６．分野別割合
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分類 品目数 乖離率
全体に対する
薬価ベース割合

全体に対する
数量割合

先発医薬品
後発医薬品なし 2,414 4.2％ 65.3% 14.3%

後発医薬品あり 1,704 10.4％ 12.2% 12.9%

後発医薬品 5,813 11.0％ 15.9% 52.2%

その他の品目 2,986 3.2％ 6.7% 20.6%
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区分 乖離率 全体に対する薬
価ベース割合

全体に対す
る数量割合

後発医薬品の数
量割合

内用薬 7.0% 54.1% 87.1% 82.0%

注射薬 4.4% 38.0% 1.0% 83.5%

外用薬 7.2% 7.8% 11.8% 68.0%
歯科用薬剤 -5.6% 0.1% 0.1% 99.6%

内用薬 乖離率
全体に対する
薬価ベース割合

全体に対する
数量割合

後発医薬品の
数量割合

その他の腫瘍
用薬

3.7% 7.1% 0.2% 82.1%

抗ウイルス剤 3.0% 5.8% 0.2% 62.1%

糖尿病用剤 7.9% 4.8% 4.6% 73.5%

他に分類され
ない代謝性医
薬品

6.3% 3.9% 1.5% 71.4%

血液凝固阻止
剤

5.0% 2.6% 0.8% 100.0%

精神神経用剤 9.3% 2.3% 3.4% 71.9%

その他の中枢
神経系用薬

7.5% 2.2% 2.0% 84.3%

消化性潰瘍用
剤

10.6% 2.2% 5.2% 80.9%

その他の循環
器官用薬

4.4% 2.0% 1.4% 75.7%

血圧降下剤 12.3% 1.9% 4.6% 84.5%

（２）主要薬効群別

（１）投与形態別

注射薬 乖離率
全体に対する
薬価ベース割合

全体に対する
数量割合

後発医薬品の
数量割合

その他の腫瘍用
薬

4.3% 10.1% 0.0% 68.2%

他に分類されな
い代謝性医薬品

5.7% 5.9% 0.1% 44.2%

血液製剤類 1.9% 3.6% 0.0% －

その他のホルモン
剤（抗ホルモン剤
を含む）

6.5% 1.8% 0.0% 35.9%

抗ウイルス剤 3.1% 1.5% 0.0% 89.1%

外用薬

眼科用剤 8.3% 1.9% 0.8% 55.1%

鎮痛、鎮痒、収
斂、消炎剤

7.9% 1.3% 5.1% 55.7%

その他の呼吸器
官用薬

6.9% 1.2% 0.0% 36.4%

歯科用薬剤

歯科用局所麻酔
剤

-5.9% 0.1% 0.1% 100.0%

※１ 「その他の品目」とは、局方品、漢方エキス剤、生薬、生物製剤（ワクチン、血液製剤等）及び承認が昭和42年以前の医薬品等をいう。

※２ 品目数は令和６年４月時点、乖離率、全体に対する薬価ベース割合、全体に対する数量割合及び後発医薬品の数量割合は令和５年９月調査時の数量及び薬価による。

※３ 後発医薬品の数量割合「－」は、診療報酬上の加算等の対象となる後発医薬品がない項目となる。

※４ 数値は小数点第二位を四捨五入しているため、割合の合計は必ずしも100.0％とはならない。


